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私立高等学校に関する研究動向とその到達点 
―私学助成をめぐる議論を中心に― 

 

原北 祥悟 

（九州大学／大学院生） 

 
                Ⅰ 課題設定 
                Ⅱ 私立高等学校の特質 
                Ⅲ 私学助成を対象とする研究動向 
                Ⅳ 私立高等学校研究の到達点 

 

Ⅰ 課題設定 

本稿の目的は、私立高等学校を対象とする先行

研究を整理（類型）し、先行研究の到達点を明ら

かにするものである。本稿では特に、私学助成を

めぐる議論を中心に扱っている先行研究に焦点を

当てるものである。私学助成に焦点を当てる理由

は、私立高校（広義として私立学校）に関する先

行研究の多くが私学助成について少なからず触れ

ていることだけでなく、後述するように私立高校

の特質と私学助成の性格との関係は極めて複雑で

あり、その複雑さは常に問われ続けており私立高

校を捉える上では非常に重要であるからである。 

また、公私問わず高等学校を対象とした教育行

政学/経営学研究の蓄積に乏しい点も本稿に取り

組んだ背景の一つである。高度経済成長期に進行

した高校教育の多様化に関する研究の蓄積はある

ものの、今日の高校教育に関する研究は中高一貫

教育や高大接続などの現在進行での制度研究や職

業との接続をめぐるキャリア教育など部分的な蓄

積に留まっており高校の多様化やそれに伴う教育

の質保証の在り方を射程に入れた視点が捨象され

ていると思われる。とりわけ私立高校に焦点を当

てるとそれは顕著である。 

そもそも私立高校は私立学校法 1 条によって公

教育の一翼を担うことが規定されている。また、

昭和 30 年から 40 年にかけて生徒急増期において

生徒受け入れに私立高校が大きな役割を発揮した

背景もあり、後期中等教育は公私の協力関係のも

とで展開されてきた。下図のように生徒減少期に

おいても私立高校は微減程度でとどまっており、

量的にも公教育の一翼を担っていると言えよう。

しかしながら、そこにはいくつかの複雑な矛盾も

孕んでいる。既述の通り、私立の存在意義（公私

関係）や私学助成政策の合憲性をめぐる議論等が

その代表である。 

以上を踏まえると、先行研究が私立高校をどの

ように語ってきたのかその動向を整理することは、

今後の高校研究の方向性を見定めるためには必要

な作業であると考える。したがって、本稿では私

図 1 国公私立高等学校の推移 
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学助成の議論を中心とした私立高校研究を今一度

整理する。以下ではまず、私立高校研究の類型化

を行う。そのうえで私立高校研究の動向をめぐる

到達点を示す。 

なお、先行研究の多くが「私立高等学校」では

なく「私立学校」と記述しているが、それは私学

助成を研究対象としているための便宜的な措置で

ある。私学助成を中心的なテーマとする本稿にお

いても「私立学校」と「私立高等学校」を同義と

して扱うことを予め断っておく。 

 

 

Ⅱ 私立高等学校の特質 

先行研究を分析すると、①私立高校の特質、②

私学助成に関する研究に大別できる。以下では、

まずそれぞれの議論を整理する。 

まず、私学の特質といった時に「公」と「私」

の関係が問われることが多い。周知の通り、教育

基本法第 6 条には「 法律に定める学校は、公の性

質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、

法律に定める法人のみが、これを設置することが

できる」と規定されている。吉田（1976）は以下

のように解釈をしている。つまり、この国・地方

公共団体・学校法人が設置する学校の同質性を規

定した「公の性質」には二つの解釈がなされてい

るとする。それは、公の性質を学校の事業の性質

と意味するものが一つと、もう一方が学校の事業

の主体を意味するものであると整理している。そ

のうえで、そもそも公の性質とは「平等に公開し

たもの」という意味であり、「誰が」「誰に」「何を」、

「なぜに」平等に公開したかということを教基法

第 6 条と関連して考察している。要約をすると、

公教育を担当する私学とは、国民の教育を受ける

権利を保障するために、国が固有にもつ教育への

関与権に基づいて、国が主体となって確立した公

教育体制の中で、国民に平等に公開した公教育機

関ということである。私立学校法第 1 条にある「公

共性」とは、教育基本法第 6 条の「公の性質」の

語意をかえて表明したものであるが、あくまでも

私学は、国民の教育を受ける権利を機会均等に保

障するために国民のすべてに平等に開かれた公教

育機関という、公の性質の法意を受けて理解する

ことの必要性を指摘している。以上のような整理

の上で、私立高校の特質は以下のように展開・解

釈されている。 

つまり、私立学校の特質について市川（1978）

は私立学校法 1 条「私立学校の特性」と同義とし

て捉えている。私立学校法 1 条では、「私立学校の

特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を

高めることによつて、私立学校の健全な発達を図

る」ことを目的規定しているものである。したが

って、私立高校の特質とは端的に「自主性」と「公

共性」であると指摘し、多くの先行研究もおよそ

同意している。 

ただし、私学の「公共性」と「自主性」に関す

る解釈は多様に展開されている。たとえば上田

（2000）は学校の自主性を高め、創意に満ちた学

校経営の在り方を模索するための手段として、私

学に着目している。なお、後述するように先行研

究では公共性に着目したものはあっても、自主性

のみに着目した研究は少ない。 

さて、上田（2000）も指摘しているように、個

別の教育意思や方針などを最大限尊重するという

考え（いわゆる自主性）の具体的中身やその運営

実態に関する議論は少ない一方で、公共性に関す

る議論は多く蓄積されており、その多くは憲法 89

条と私学助成の関係性に収斂している。 

私学助成は自主性・公共性の解釈をめぐり複雑

な展開過程を経た制度であるため、多くの視点か

ら先行研究の蓄積がある。その基礎的な前提とし

て、「私学の財政的困難とそれへの救済の方途を探

る中で」（上田 2000）私学助成を中心とした公共

性に関する議論が展開されてきたのである。つま

り、公共性に関する議論は「当初から政治的な文

脈における解釈論として展開されてきた」（上田

2000 や山本 1981）と指摘できる。 

さらに、私立学校の自主性は公共性に関する議

論をベースとしたうえで指摘されている。つまり、

私学助成という公金によって私学は財政難を解消

できるため、「私学側には真剣に経営を革新すると

いう風土が形成されてこなかった」（上田 2000）

のである。つまり、私学助成という公金の存在が

私学の自主性を減じさせることを指摘するもので

ある。自主性・公共性を捉える際、私学助成が看

過できないシステムであることが窺える。私学助

成と私学の特質である公共性・自主性の関係につ

いて指摘している。 
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一方、私学の公共性に関する議論を批判的検討

したのが山本（1981）である。端的には、公共性

に関する議論の多くが解釈論のレベルにとどまっ

ていることに対する批判である。ここで言う議論

とは、私学の「公共性」が直接的には公費助成の

拡充問題との関係で論じられ、間接的には憲法 89

条「公の支配」の解釈をめぐる議論を指す。従来

の私学の公共性論は基本的には法実証的な方法と

国民教育論的「公共性」論に大別されると指摘す

る。 

法実証的「公共性」論とは、私学の「公共性」

が私学に対する「法的規制」に収斂し、「法的規制」

を具体的には私学の「公共性」と捉える方法論的

立場であり、「法的規制」の範囲をどこに設定する

か論者によって異なる。私学の「自主性」と「公

共性」を法実証的に捉える場合、この関係は実態

的に区別され、対立と調和の二重の関係として認

識されると指摘する。具体的には、公的助成とい

う財政的な法的規制（公共性）が私学の自主性を

補強する調和的関係もある一方で、コントロール

的な機能を法的規制が持つ場合、自主性と対立す

る。つまり、公共性を実態的に捉えるとその機能

は抑圧的（コントロール）か助成的（サポート）

かという二重の関係にある。 

国民教育論的「公共性」論も法実証的「公共性」

論と同様に、私学の公共性は基本的には法的レベ

ルで認識され、法の範囲において捉えられると指

摘する。しかしながら、法実証的なそれとは異な

る特徴が以下 4 点示されている。 

第一に、私学に対する「法的規定」を私学の「公

共性」と捉えるが、そこでの「法的規定」は「国

民の教育権」を基軸としている。第二に、「国民の

教育権」がいわゆる「教育条理」によって解釈さ

れ、私学の「公共性」は「国民の教育権」を保障

し、「国民教育」を私学が担うことを基本的に意味

する。第三に、法と政策が国民対国家の対立関係

を前提として矛盾的に捉えている。第四に、私学

の「自主性」と「公共性」が対立するのではなく、

国民的立場にたつ「公共性」論と国家的立場にた

つ「公共性」論が対立し、国民的立場にたつ私学

の「自主性」は「公共性」の成立条件とされる。 

要するに「国民教育」という一定の教育価値を

内包する「教育条理」によって解釈された「国民

の教育権」の保障を私学の「公共性」ととらえ、

かかる解釈を国民と国家、法と政策の矛盾という

観点から、政策側の解釈に対置するというもので

ある。この問題点は、基本的には「国民の教育権」

という近代的人権に対する理念的な価値化にある

と指摘する。 

以上を通して山本（1981）は私学の公共性が解

釈論に留まっていることを論じている。つまり、

私立高校の特質である自主性・公共性に関する議

論は法解釈学的に蓄積されていることが特徴とし

て指摘できる。 

以下では、自主性・公共性を論じる際に重要な

キーワードとして取り上げられていた私学助成そ

のものを対象として、制度的・行政的に研究して

いる先行研究を整理する。 

 

 

Ⅲ 私学助成を対象とする研究動向 

 そもそも私学助成とは、文科省によると、「私立

の高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、幼

稚園及び特別支援学校の教育条件の維持向上及び

修学上の経済的負担の軽減に資するとともに、経

営の健全性を高めるため、都道府県が行う私立高

等学校等の経常費助成費に対し国が補助」するも

の で あ る （ 文 科 省 HP 私 学 助 成 の 充 実

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/

07021403/002.htm）。この経常費助成費とは「私立

高等学校経常費助成費等補助金」であり、一般的

に高等学校に対する私学助成とはこれを指す。文

科省の引用からも分かるように私学助成の目的と

は、①教育条件の維持・向上、②家計の経済的負

担の軽減、③私学経営の健全化の 3 点である。 

これら目的の効果（達成度）に関する先行研究

は比較的多く蓄積されており、国立教育研究所

（1987）や渡部（2007）が代表される。渡部（2007）

の場合、「学校基本調査」、「私立学校の財務状況調

査報告書」から、①「教育条件の維持・向上」に

ついては ST 比（本務教員 1 人あたり生徒数）、②

「家計の経済的負担の軽減」については生徒 1 人

あたり授業料、③「私学経営の健全化」について

は生徒 1 人あたり自己資金の増減額・生徒 1 人あ

たり他人資金の増減額に注目し、実証的に分析し

ている。 

先行研究の多くは、私学助成が私立高等学校の
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経営安定化や教育水準の維持向上に一定の機能を

果たしたとするポジティブな評価を下しているの

が特徴的である。また、私学助成をめぐる中央地

方関係やその政策過程・政治過程、あるいは私立

高校への影響に関する研究も蓄積が確認できる

（たとえば荒井や小入羽の一連の研究など）。 

荒井（2006）は私学助成に関する論争を整理し

ている。憲法 89 条後段の立法趣旨に関する学説と

それに対する批判を検討したうえで、「公の支配」

の意味と私学助成に関する学説を整理している。

私学助成論争は、教育等の事業を営む事業主体が

憲法 19 条、20 条、21 条等によって自主性・独立

性が保障されていることを前提としながら、公費

助成を正当化すべく「公の支配」との調整をどの

ように図っていくのか、という問いに対する答え

を法解釈によって導き出す試みであったと要約し

ている。 

また荒井（2007）は私学助成に関する政府解釈

を時系列的に分析している。まず、憲法 89 条によ

る公金支出は戦後、私立学校令が廃止されるに伴

い疑義が生じるようになったと指摘する。その後、

最終的には私学全体が「公の支配」に服すべしと

の一般的な要件を改め、助成を受ける学校法人だ

けが「特別の監督」に服するという方向で妥協が

図られるようになり、私立学校法第 59 条を設ける

ことで、「私学助成の合憲性」の問題を立法的に解

決する動きを整理している。人件費を含む経常費

補助が私学助成の範囲とするかに関する議論で合

憲性に関する問題が再度浮上する。しかしながら、

自民党文教族による日本私学振興財団法（1970

年）、私立学校振興助成法（1975 年）の制定によ

って人件費補助が達成されて以降、本格的な議論

は皆無となった。近年では、株式会社や NPO 法人

といった新たな教育供給主体への公費助成に関す

る議論の中で憲法 89 条の議論は再燃しつつある

と指摘する。 

先の自民党文教族による私立学校振興助成法制

定にかかる政治過程について荒井は以下のように

論じている（荒井 2006）。具体的には、予算増加

を伴う財政立法が慣習的に「政府立法」に限定さ

れていた時期に「議員立法」として私学助成法が

成立し得たのか、自民党文教族にその要因を求め

考察している。分析の結果、二点の可能性が示さ

れている。第一に、「私学助成」を優先順位の高い

ものとしていた野党各派が「私学助成の法制化」

自体に反対論を展開できなかった可能性である。

第二に、「自社連合」という政治力学による影響で

ある。文教法案での「自社連合」は、自民党の「私

学助成法案」と社会党の「育児休業法案」であり、

これらの取引、抱き合わせが可能性として示され

ている。以上、荒井（2006）の研究の意義は「教

育政策、教育行政に及ぼす政治的要因の程度を微

視的に研究し、科学的裏付けをもった結論を導き

出す研究」の基礎的作業として位置づくことにあ

る。 

私学助成・私立高校をめぐる法解釈的アプロー

チは非常に多くの蓄積を持つことが分かる。一方、

小入羽による一連の研究は私学助成にかかる中央

地方関係に焦点を当て、政府間関係論的アプロー

チでその実態に迫っている。私立学校振興助成法

（私学助成法）の成立＝国の私学助成制度変更が

県レベルの私学助成政策にどのような影響を及ぼ

したのか検討している。方法は、地方交付税によ

って措置されていた時期と国庫補助金制度導入以

降の県私学助成単価を比較検討することでその影

響を明らかにしようとするものである。分析から、

国庫補助金制度の導入が全県の私学助成の増額を

もたらしたことが明らかになった。一方で、制度

導入による基準が発生した。国庫補助金制度導入

は県の私学助成増額を叶えた反面、大半の県を国

庫補助金制度が定めた標準額に収斂される誘因と

もなった。意図せざる機能を明らかにしている。

私立高校をめぐる先行研究は法解釈がメインであ

った点に対して、小入羽による一連の研究は行政

学の視点から都道府県や中央政府の対応を動態的

に捉えていることが特徴的である。なお、橋野

（2016）は私立学校振興助成法の財政面に焦点を

当てた政策過程を明らかにしている。先行研究の

蓄積の乏しい領域にアプローチしており、今後は

このような財政面に焦点化した研究蓄積がより一

層求められよう。 

 

 

Ⅳ 私立高等学校研究の到達点 

以上を分析すると、私立高校をめぐる先行研究

において私立高校の特質については、自主性・公

共性の解釈をめぐった法解釈学が主流の方法論で
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あるといえる。つまり、私立高校の特質である公

共性・自主性について憲法と公費（私学）助成の

関係性に着目した法学的観点から私立高校を捉え

る傾向である。特に、私学助成という制度の登場

は憲法 89 条を中心とした合憲性を問う重要な課

題であったと言える。私学助成が私立高校の運営

安定化や教育水準の維持向上に対してどのような

影響を与えたのか等の制度自体の成果や課題を明

らかにする研究も蓄積されているが、それ以上に

法学的アプローチを通して私学助成制度あるいは

私立学校の存在をどのように捉えるべきかが重要

な課題となっていたと指摘できるだろう。 

一方、荒井や小入羽による一連の研究に代表さ

れる私学助成を対象とする研究では異なる方法論

からアプローチする傾向を整理した。両者に共通

して指摘できることは、教育行政研究や制度研究

が求める方法論を採用している点である。たとえ

ば、複雑な私学助成制度が現場レベルでどのよう

に運用され、如何なる影響を与えているのかにつ

いて政府間関係などの行政学的な視点から明らか

にしている。従来の法学的観点だけでなく行政学

の観点から私立高校（の特質）を捉えることは、

後期中等教育における私立高校の位置などその内

実に迫るものである。 

上述の通り、法解釈学での検討は十分に蓄積さ

れており、行政学や政策過程・政治過程からの研

究も徐々に蓄積されつつある段階にある。今後の

私立高等学校研究の課題は、私学経営に関する視

点であると考える。私学経営が私学政策や私学制

度の影響を受けている（一種のコントロール）こ

とから、財務研究や経営研究はその政策の効果を

測る上で非常に重要なテーマとなる（小入羽 2014、

荒井 2008）と指摘されているだけでなく、各私立

高校の経営や教育実態の多様さは学校間格差の強

調につながり、公教育の質保証といった観点から

私立高校を捉えるならば、私学経営研究が今後よ

り一層求められるだろう。 
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